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   (ｷ) 提出書類記入上の注意 

     ４(5)（３ページ）によること。 

エ 入学者の選抜 

   (ｱ) 学力検査等 

ａ 実施期日、教科及び時間割 

Ａ 

方 

式 

令和２年２月17日（月） 

時 間 検査教科等 

第 １ 時 限 9：20～10：10 作 文 

第 ２ 時 限 10：40～11：40 国語・数学・英語 

令和２年２月18日（火） 

時 間 検査項目 

※ 面 接  

Ｂ 

方 

式 

令和２年２月17日（月） 

時 間 検査項目 

第 １ 時 限 9：20～10：10 作 文 

令和２年２月18日（火） 

時 間 検査項目 

※ 面 接 

         ※ 面接の開始時間は、高等学校長が別に定める。 

備考１ 集合時間、持参品その他必要な事項は、別に高等学校長が指示する。 
２ 豪雪等の悪天候、事故又はその他特別な事情により上記の時間に実施することが困難な場合、 

高等学校長は、教育委員会の指示を受けて検査の開始及び終了の時間を変更することができる。 

    ｂ 検査会場 京都府立清明高等学校 

    ｃ 面接及び作文の内容は、高等学校長が別に定める。 

    ｄ 受検に関する注意事項は、５(5)ア(ｴ)（６ページ）に準じる。 

      なお、答案用紙には、受付番号を記入し、氏名は記入しないこと。受付番号は、算用数字

で正確に記入すること。 

   (ｲ) やむを得ない理由による欠席者及び途中退場者の取扱い 

ａ 欠席者について 

検査当日やむを得ない理由によって欠席した者で、欠席した日の当日午後４時までに、追

検査受検願（様式Ｆ（49ページ））に診断書等理由を証明する書類を添えて、中学校長を経

由して高等学校長に届け出た者は、追検査（令和２年２月20日（木））を受検することがで

きる。 

ｂ 検査会場からの途中退場者について 

やむを得ない理由によって途中で受検不可能となり検査会場の外へ出た場合に限り、途中

退場した日の当日午後４時までに、追検査受検願（様式Ｆ（49ページ））に診断書等理由を

証明する書類を添えて、中学校長を経由して高等学校長に届け出た者について、受検不可能

となった検査より後の検査に限って、追検査（令和２年２月20日（木））の受検を認めるこ

とがある。 

なお、この場合、検査当日に受検不可能となった検査までの得点と、追検査で受検した検

査の得点の合計を、本人の得点として処理する。 

ｃ ａ及びｂにおいて、午後４時までに届出が間に合わない場合には、中学校長を経由して高

等学校長に申し出ること。 

   (ｳ) 選抜方法等 

ａ 高等学校長は、選抜方式ごとに合格者を決定する。 

(a) Ａ方式については、報告書、学力検査の成績、面接及び作文の結果を資料として選抜を

行い、合格者を決定する。 

(b) Ｂ方式については、面接及び作文の結果を資料として選抜を行い、合格者を決定する。 
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